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令和５年８月定例教育委員会議事録 

開 閉 日 時

  

 令和５年８月２１日 午後１時３０分開会 

午後２時５７分閉会 

開 催 場 所  志木市役所 教育委員会議室 

  

委員の出席状況 

出 

席 

柚木博教育長、八代豊教育長職務代理者 

岩澤千惠子委員、上野幸子委員、飯田昌利委員 

欠 

席 

 なし 

説明のため出席

した者の氏名・

職名 

今野教育政策部長、成田参事兼教育総務課長、島村教育政策部次長兼学校

教育課長、土崎生涯学習課長、坂口教育サポートセンター所長、土岐いろ

は遊学館長、桜谷柳瀬川図書館長、樺嶋いろは遊学図書館長、川瀬学校教

育課指導主事 

会 議 書 記 浦野教育総務課主査 

傍  聴  人 ５人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 内 容 

 

 

議 題 

第２４号議案 令和５年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書

について 

第２５号議案 志木第二中学校区における義務教育学校について 

第２６号議案 令和５年度志木市一般会計補正予算（教育費）につい

て 

第２７号議案 志木市立図書館協議会委員の任命について 

 

報告事項 

（１）小中一貫教育推進計画について  

（２）志木市青少年育成市民会議「夏の非行・薬物乱用防止キャン

ペーン」の実施報告について  

 

その他 
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審議内容（発言者、発言の要旨）  

○柚木教育長 

令和５年８月定例教育委員会会議の開会を宣す。 

傍聴希望者について、傍聴を許可した。 

 

＊＊ 傍聴人 入場  ＊＊ 

 

 議事録署名委員に八代教育長職務代理者を指名した。 

 会議書記に浦野主査を指名した。 

 ７月定例教育委員会議事録を各委員に諮り、承認された。 

 

◎教育委員会報告 

○今野教育政策部長 

令和５年７月定例教育委員会以降の教育委員会の主な動きを報告する。  

・８月 １日 ８月１日付採用市職員辞令交付式 

定例庁議 

 宗岡第三小学校宿泊学習（３日まで） 

・８月 ２日 ベーシックサポート事業（志木第二中学校）（４日まで） 

・８月 ３日 田子山富士保存会「志木の田子山富士塚ものがたり」絵本寄贈 

・８月 ４日 部落解放同盟埼玉県連合会２０２３年度市町村交渉 

・８月 ７日 志木第二小学校宿泊学習（９日まで） 

・８月１０日 学校閉庁日（１６日まで） 

・８月１８日 小中一貫教育推進委員会 

 

教育長発議 

○柚木教育長 

 第２６号議案 令和５年度志木市一般会計補正予算（教育費）については、市議会への

提案事項であり、市長に対する意見の申出にあたるため、志木市教育委員会会議規則第５

条第１項第３号の規定により、また、第２７号議案 志木市立図書館協議会委員の任命に

ついては、人事案件であるため、志木市教育委員会会議規則第５条第１項第１号の規定に

より、会議を公開しないことを発議する｡ 

 

教育長の発議を受けて採決した結果、第２６号議案については、志木市教育委員会会議

規則第５条第１項第３号の規定により、第２７号議案については、志木市教育委員会会議

規則第５条第１項第１号の規定により、会議を公開しないことを議決した。  

 

○柚木教育長 

第２６号議案及び第２７号議案については、非公開案件であるため会議の最後に審議

することとしてよいか｡ 
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○全委員  

 了承する。 

 

◎第２４号議案 令和５年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書について  

○柚木教育長 

 第２４号議案 令和５年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書について、説明を求

める。 

 

○成田参事兼教育総務課長 

本議案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、事務の点検及び評価を行

い、報告書を作成し、議会に提出するとともに公表するものである。令和４年度に重点的な

取り組みを行った教育行政施策を中心に２６事業について、所管課が１次評価を行い、評価

委員に２次評価の対象事業を選定していただき、６事業について評価をいただいた。詳細は

資料のとおりである。 

 

○飯田委員 

「水泳授業委託の充実」について、現状・課題・４年度の改善点というところで「教員が

行う評価の仕方について、より一層検討する必要がある」という言葉があった。改善に関し

てはどのように考えているのか。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

自分で授業をしないで評価するという状況が初めてであり、先生方は今まで以上に細かく

見ることができる反面、評価の基準が気になった部分があったというところである。これに

ついては、小体連や体育主任を中心とした教科の方で評価の仕方の研修会を行い、今年度は

それを各学校で教員に伝えて、実のある評価ができるよう研修を積んでいる。 

 

○八代教育長職務代理者 

「小・中学校ＩＣＴ教育の推進」の二次評価で、「情報モラルについての学びを徹底して

いくことが求められる。」とある。私も以前から情報モラルについては必要だと思っている

が、情報モラルの学習について、どのような工夫や改善をなされているか。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

各学校、外部の指導者も招いたりして必ず研修をしている。また、昨年度、保護者、子ど

も、学校それぞれに向けたガイドラインも作成し、徹底しているところである。生涯学習課

の事業も活用し、各学校で複数回研修できるような形、保護者が参加できる研修会や、児童

の情報モラル学習のときは保護者も参観できるような形にして、いろいろなタイミングでみ

んなが学習できるような形を工夫して進めているところである。 

 

○飯田委員 
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研修も大事だが、焦らず、でも急がなければならないことかと思う。ＧＩＧＡスクールの

関係だけでなく、今の時代は携帯電話を通して子どもたちはどんどん進歩していったり、は

まっていったりすると思うので、できるだけ早くいい結果を出していただきたいと思ってい

る。 

 

○岩澤委員 

文部科学省の情報モラル学習サイトを使っている学校はあるのか。また、ＮＴＴでも出張

のような形でモラルに関する学習を進めてくれているが、それらを利用している学校はどの

くらいあるのか。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

文部科学省のものは当然使っており、警察の非行防止指導班「あおぞら」や、ＮＴＴなど

も使っている。学校も工夫して子どもたちが飽きないようにしているので、毎年同じところ

を使う学校は少ないようだが、ＮＴＴは毎年１～２校必ず使っている。それ以外にも情報モ

ラルをやってくれる所もさまざまあるので、教員の指導だけではなく、必ず外部の方が入る

ような形でやっている。 

 

○岩澤委員 

ベーシックサポート事業について、二次評価で、支援員の高校生からの振り返りを含めて

事業の検証を、との評価がある。今年度も進めていると思うが、支援員の振り返りで何か気

になるようなことがあれば教えていただきたい。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

一つは、必ず会場に指導主事が行って様子を見たり、高校生からも、もっとこうしたらい

いのではないかという話を聞いたりしている。また、この事業は高校に協力していただいて

いて、県立志木高校は校内選抜してくださっているので、高校の方でやっている振り返りを

指導主事が聞いて、次年度に生かしている。慶応志木高校の方は、子どもたちが自分で申し

込める形をとっているので、個々の聞き取りや、その後感想等をあげてもらうなどで対応し

ている。 

 

○飯田委員 

同じく「ベーシックサポート事業の実施」で、具体的な成果検証が求められるという言葉

をいただいているが、どのような検証をしようと考えているのか。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

子どものやる気が出た等のアンケート的なものは取れるが、具体的に数値で何がいくつ上

がったというデータはなかなか取れず課題となっている。いろいろと相談はしているが、意

欲的な部分以外の具体的に理解度が上がったという部分は、これというものがまた見つかっ

ていない。 
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○八代教育長職務代理者 

「小中一貫教育の推進」の現状・課題・４年度の改善点で、「各中学校区を支援するための

施策が十分ではない」、「小中一貫教育について、保護者、市民への直接的な説明が不足して

いる」、また、二次評価の欄にも同様の記載がある。教育委員会としても十分進めていると

思うが、昨年度の改善等を生かして、今年度はどのような施策を考え実施されているか、お

聞きしたい。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

ここにも書かれているように、直接的な説明が不足しており、保護者や市民だけではなく

教員に対してもというところがあったので、まずは学校を支援するために、何度か職員向け

の研修会を実施し、説明会も昨年度に比べて回数を増やしている。また、学校から上がって

きた意見が担当で止まってしまうという部分も見られたので、スムーズに対応できるような

体制作り、課として十分共有して、素早い対応をできるように今年は改善している。市民へ

の直接的な説明不足については、今年度は繰り返し説明する場を設定し、徐々にご理解いた

だいていると感じている。 

 

○柚木教育長 

そのほか、広報などでも積極的に発信していこうと取り組んでいるところである。 

 

○岩澤委員 

子ども読書活動推進計画のところで、昨年、いろは遊学館で行われた小学生ビブリオバト

ルに参加させていただいたが、参加した子どもたちが、小学生とは思えない堂々とした態度

としっかりした口調で説明していた。人数は多くはなかったが、参加した子たちがまたお友

達にやっていき、どんどん読書の輪が広がっていくといいなと思ったところである。読書離

れというのは言われて久しいが、こういう地道な活動を進めていくのは大事だと思うので、

続けていってほしい。 

 

○樺嶋いろは遊学図書館長 

ご覧いただいたのは決勝戦だったと思うが、予選後に改めて練習した成果があったようで

ある。今年度もビブリオバトルを開催することになり、去年参加した小学生も３人、もう一

度挑戦したいと手を挙げてくれた。地道な活動であるが、読書好きの方はたくさんいると思

うので、少しずつアプローチしていければ、また広がっていくと思っている。 

 

○八代教育長職務代理者 

「放課後志木っ子タイムの実施」のところで、今後も同様に継続していただきたいと思っ

ている。進めていく中で充実させるために、去年度を踏まえて改善されていると思うが、さ

らに工夫している点などがあったら教えていただきたい。 

 

○土崎生涯学習課長 

昨年度中はコロナの影響があり、かなり制限をした形で実施をしていたため、本当は利用
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したいが、なかなか利用ができないお子さんがいらっしゃった。今年はまだ予約制ではある

が、通常に近い形で事業展開をし始めたところである。今後については、子どもたちがさま

ざまな体験などを行えるよう、また地域の方とたくさん触れ合えるよう、事業者と協力しプ

ログラムを充実していきたいと思っている。その中で、放課後学習教室を学習プログラムに

取り入れ、週１回、学習の時間として、令和３年度からタブレットを活用した学習事業を行

っている。以前アンケートを取ったときに、子どもたちからは、やればできることがわかっ

たなどの感想を、また、保護者からも宿題を終えてから帰宅するようになったので助かると

いう声もあり、取り組みの成果と考えている。今年度から学習ソフトも変更となり、各事業

者が工夫を凝らし、より成果が上がるような学習の場を展開できたらと考えている。 

 

○柚木教育長 

 他に質問はあるか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○柚木教育長 

 第２４号議案 令和５年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書については、原案の

とおりとしてよろしいか。 

 

○全委員 

 異議なし。 

 

○柚木教育長 

第２４号議案 令和５年度教育委員会の事務に関する点検評価報告書については、原案の

とおり可決された。 

 

◎第２５号議案 志木第二中学校区における義務教育学校について 

○柚木教育長 

 第２５号議案 志木第二中学校区における義務教育学校について、説明を求める。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

志木第二中学校区における義務教育学校の開校時期について令和９年度としたい。この経

緯について説明する。志木第二中学校区における義務教育学校については、１～９年生の児

童生徒及び教職員が、一体的な校舎において、日常的な交流を通して、多くの児童生徒によ

る異学年交流、教職員は協働して指導に当たる等、質の高い教育を実現していくという構想

がある。これを行うための志木第二小学校、志木第四小学校、志木第二中学校の３つ校舎及

び敷地の活用について、志木第二中学校区の保護者や教職員、学校運営協議会委員、地域住

民等のさまざまな意見や提言、庁内での協議を踏まえ、校舎等の活用、必要な施設設備の整

備、学校運営についての協議を重ねる必要があるとの考えに至った。 
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まず、校舎等の活用方針及び施設設備の整備について、現在の志木二小及び志木二中の校

舎を、児童生徒の普通教室として活用する。また、児童生徒や教職員の日常的な交流や安全

で効率的な動線を確保するために、両校舎を結ぶ「渡り廊下」を設置するとともに、児童生

徒が活用する各教室について、空調整備をはじめ、必要な整備を行っていく。志木四小は、

義務教育学校として教育的な活用を図るための検討を進めていく。 

次に、開校に係る今後のスケジュールについてである。令和５年度は、義務教育学校とし

ての構想を固めながら、詳細な教室配置等、校舎の活用方法を市教育委員会と学校で検討を

進めていく。令和６年度から令和８年度にかけては、校舎活用の改修工事に向け、基本計画

及び設計、改修工事を実施する。また、施設整備と並行して、校名や校歌、校章の協議に係

る開校準備委員会の実施や開校に向けた週時制の構築、部活動の改革等の協議を重ね、準備

を進めていく。 

 なお、小中一貫教育推進委員会からは、「令和７年から施設分離型でスタートし、施設等

が整ったところで一体型に移行するのはどうか」、「令和７年度から小中一貫教育、その後義

務教育学校にする方がより混乱が少ないのではないか」、「２年遅れればデメリットとなる。

良い内容であるのだから早く始めてほしい」等のご意見をいただいた。 

 

○飯田委員 

以前、学校を視察させていただき、渡り廊下の件をはじめ、教室等をそれぞれ見させてい

ただいたが、今回、渡り廊下以外に施設を改修するようなことはあるか。 

 

○成田参事兼教育総務課長 

現在、校舎の活用については検討を進めているところで、学校教育課でどのような教育活

動が必要なのか詰めながら、令和６年度ぐらいから基本計画、基本設計と進めていきたいと

考えている。中身については、現状では、現在教室として使われていないところを教室とす

るときに、空調設備の設置が必要になると考えられるほか、職員室について、どのような職

員室がいいのか、位置や大きさも含めて基本計画の中で決めていく。また、図書室やトイレ

の改修、昇降口なども考えていきたい。 

 

○飯田委員 

施設整備のところで、実施設計から改修工事まで１年の枠を取っているが、スケジュール

的には大丈夫か。 

 

○成田参事兼教育総務課長 

スケジュール作成にあたり、建築の専門部署と協議を重ね、このスケジュールで大丈夫と

いう内容で進めてきたので、これで実施できるものと考えている。 

 

○八代教育長職務代理者 

安全対策・防犯対策等を含めて、安心安全な学校作りや教育環境作りが大切と思うが、そ

れらを実現していくための対応について、何か考えているか。 
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○成田参事兼教育総務課長 

施設面としては、校舎間を安全に移動するための渡り廊下の設置や、防犯カメラの設置な

どについて、基本計画の中で検討していきたいと考えている。 

 

○上野委員 

職員室のあり方についても今後考えていくという話があった。時勢的に働き方改革の視点

も求められるかと思うので、その点についてどのように考えているのか。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

一つの施設になるが、大きな校舎になるので、その中でどのような配置が一番職員の移動

距離や動線が良いかを、教室の配置も含めて学校と検討しているところである。また、施設

的なものだけに限らず、校内で使うＩＣＴ関係のものや校務支援システム等も含めてできる

だけ効率化し、職員の負担がないところで、教育委員会としてできることは何か、話しなが

ら検討を進めている。 

 

○飯田委員 

一つの提案だが、企業などでも固定の机を持たないようなところも出てきているので、そ

ういうものも一つのチョイスとして考えていくのもいいのではないか。 

 

○成田参事兼教育総務課長 

多目的スペースについては、いろいろな重ね使いや、交流スペースとしても活用できるの

ではないか、また、授業の中でも使う方法等、さまざまな仕組みについて、基本計画の中で

学校教育課とともに考えていきたい。 

 

○岩澤委員 

義務教育学校ならではの、特徴的な教育活動が行えるようなスペースは検討しているか。 

 

○成田参事兼教育総務課長 

学校教育課と話している中で、１年生から９年生が交流できるような図書室や校庭の仕組

み、昇降口の構造などが工夫できるのではないかと考えている。 

 

○八代教育長職務代理者 

現在行っている少人数指導や習熟度別指導などは、志木第二小学校と志木第二中学校の校

舎等を使うと思うが、その中でスペースは確保されていくのか。学年ごとにそのような教室

を確保するのはかなり難しいかと思うが、できるだけ低・中・高学年、中学１・２・３年で

何教室か、学習状態が保てるよう確保できるように考えていただきたいと思っている。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

各学年１つ程度、そういった活動や少人数で使える部屋を確保する形で計画している。 
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○飯田委員 

先ほどの事務点検評価の中にもあったが、保護者や地域の方々に理解を深めてもらいたい

というところは詰めていかないといけないと思う。コミュニティスクールを通して多方面の

ご意見をいただきながら進め、また、実際に活動を始めたら、今度は学校評議という場があ

るので、しっかりと提示をして毎年評価をしていき、いいものを共に作っていくというとこ

ろで、２年間延びるならば、それをうまく活用しながら、意識の向上等盛り上げていただけ

ればと考えている。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

保護者等向けの説明会を７月に４回に渡り実施し、９月には志木中学校区、宗岡中学校区

、宗岡第二中学校区で推進計画の説明を実施予定している。それと別に、町内会連合会や社

会教育委員、民生委員、市内の幼稚園・保育園の園長さんとの会議等にも出向いて、義務教

育学校や小中一貫教育についての説明も行っているところである。また、ご指摘いただいた

ように、しっかり評価してさらに改善するところで、昨年度の課題も今年度もだいぶ改善し

てきたので、来年度以降も同じような形で進めていきたいと考えている。 

 

○岩澤委員 

先日、不登校対策の研修に参加させていただいた際、文部科学省が今年３月に出した「Ｃ

ＯＣＯＬＯプラン」において、誰一人として取り残さないで学べる保障、学びの保障という

ことで、児童生徒が学びたいと思ったときに学べる環境を整えてください、という話があっ

た。今度の志木第四小学校の校舎の使い方はこれからだと思うが、そのような場所を、義務

教育学校に設置していただきたいと思っている。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

誰一人取り残さないというのは、本市が今、小中一貫教育を進めている中でも大事に思っ

ているところでもあり、実際この義務教育学校に関しても、各フロアに余剰教室を確保して

活用することや、志木第四小学校の校舎の活用法でも検討している。誰一人として取り残さ

ないという部分と、特別支援教育は、重要な部分として打ち出しているので、どういうこと

ができるのか、実際、教室に入れない子がどのような形でやっているかという情報も集めて

いる。中学校では相談室等もあるが、小学校はそういうものがないので、設置できればと考

えている。 

 

○柚木教育長 

これまで、志木市の小中一貫教育は令和７年度からスタートする、志木第二中学校区につ

いては義務教育学校を基本とするということで、私もいろいろな場面でお話をさせていただ

いたが、島村課長からお話があったように、ハード、ソフト両面の理由で、より良い義務教

育学校を整備して作っていくという観点で、開校年度を令和９年度にしたいという議案であ

る。他に質問はあるか。 

 

○全委員 
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 なし。 

 

○柚木教育長 

 第２５号議案 志木第二中学校区における義務教育学校については、原案のとおりとして

よろしいか。 

 

○全委員 

 異議なし。 

 

○柚木教育長 

第２５号議案 志木第二中学校区における義務教育学校については、原案のとおり可決さ

れた。 

 

◎報告事項（１）小中一貫教育推進計画について  

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

 小中一貫教育推進計画について、担当から説明する。 

 

○川瀬学校教育課指導主事 

先日開催した第８回志木市小中一貫教育推進委員会において、各中学校区で策定した小中

一貫教育推進計画の最終報告として提案されたものである。なお、志木第二中学校区につい

ては、開校時期延伸に伴い、再度調整が必要になるため、後日ご提案をさせていただく。 

まず、志木中学校区については、通称名は「いろはさくら学園」で、志木市をイメージす

る「いろは」の言葉、ハタザクラをはじめとするさくらの華やかなイメージで、３つの学校

の児童生徒が集い、学びを進める学園名となる。９年間の教育目標を「文武両道」として、

自律的に学び続ける子ども、健康で礼儀正しく、自他尊重のコミュニケーションが取れるこ

とを目標としている。教育課程等における特色ある取組としては、「志木中学校区カリキュ

ラムシート」による９年間の連続した学習、また「志木中学校区情報共有シート」による、

児童生徒一人ひとりの情報を確実に共有する仕組みを構築する。つづいて宗岡中学校区は、

通称名を「宗岡みらい学園」とし、希望のある未来を描くために児童生徒・教職員・保護者

・地域全体で「笑顔」を大切にすることを目標として進めていく。特色ある取組としては、

９年間の学ぶ内容を「宗岡みらいモデル」として、教職員全体で系統性・連続性を重視した

指導を行う。また、「笑顔あふれる」をキーワードに、児童生徒・教職員・保護者・地域が

交流することを重点的に実施していく。最後に、宗岡第二中学校区は、通称名を「宗岡せせ

らぎ学園」として、せせらぎの小径のように人を惹きつけ、絶えず流れ続け、ふるさと宗岡

の笑顔、地域への愛、プライドを作るなどで、学校がその源流であるように名付けられてい

る。特色ある取組として、中学校の教育相談部会において、オンラインで小学校の担当教員

が参加できる仕組みを構築していく。また、９年間を貫く教科として「むねおか学」を設定

し、生活科や総合的な学習の時間の内容を踏まえながら、中３でのゴールやその先を見据え

た学習を実施する。 
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○飯田委員 

志木中学校区の教育目標の中で、自律的という言葉があるが、「自立」ではなく「自律」

の字をわざわざ使っているのは、何か意図的に考えている指導があるのか。 

 

○川瀬学校教育課指導主事 

「自律」の「律」は、学校が意図してこの字を使っている。本来「自立」というのは、個

人が自分の責任を持ってやっているという状況であるが、「律」の字を使うことで、個人で

やっていくだけなく、どんどん進んで学んでいくという意味を持たせ、それを小１から中３

において行っていくという意味合いが込められていると聞いている。 

 

○柚木教育長 

同じ志木中学校区の「特別支援教育の充実」のところには両方書いてある。これは自分で

立つことと自分を律すること、という意味を持たせて使い分けている。 

 

○岩澤委員 

表現の仕方はそれぞれの学校区によって違うが、推進計画の中に、「複数の教職員で児童

生徒を多面的多角的に観察し」というような文言、また、「満たされ感」などの言葉が出て

きているが、教科担任制を導入することによって、複数の先生の目で一人ひとりを見ていく

ことになる。先生とも相性があり、人間と人間なのでなかなか自分のことを理解してもらえ

ずに悩んでいる人は多く、それが不登校の数になって出ていたりするので、こういうことを

やることで無くなったり、少しずつ減っていったりするといいなと思っている。また、協働

する、情報を共有するという言葉もある。共有するのもなかなかうまくいかないのだが、小

中一貫教育をやることによってさらに強まっていくといいなという思いでこの計画を読ま

せていただいた。それぞれが計画通りにやっていただけると、救われる子どもたちがいると

思っているので、よろしくお願いしたい。 

 

○八代教育長職務代理者 

今回の３中学校区では、発達段階に即した学年段階の設定として、６－３制を採用してい

る。これだと前とあまり変わりないと思ったのだが、小中一貫教育で６－３制を進めていく

利点があれば教えていただきたい。 

 

○川瀬学校教育課指導主事 

３中学校区ともに、学年段階の区切りは６－３制を取っている。そこに行き着くまでの過

程が各中学校区さまざまにあったところではあるが、共通しているのは、どうしても施設面

で、学校の建物が分かれていることを考えたときに、６－３制という良さを再確認している

ところである。ただし、宗岡第二中学校区については、「むねおか学」で、いわゆる５～７

年生あたりがひとまとまりの学習をできないかということも検討を重ねている。大まかには

６－３制で、子どもたちが特別活動で関わるものは違う区切りであったり、今までではなか

った中３と小１が何か活動するであったり、小中一貫教育ならではの仕掛けとして、いろい

ろ工夫ができるのではないかと、各中学校区でアイデアを出し、具体的な部分をさらに詰め
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ているところである。 

 

○飯田委員 

情報共有化について、この３つの中学校区に関しては、学校の中のＩＣＴ化は進んでいる

のか。場所を縮めるには、その辺りのことも考えてやっていかなければ、共有という部分で

なかなかスピードアップできないのではないかと思う。 

 

○川瀬学校教育課指導主事 

情報共有については、今はネットワークサーバーが立ち上がっていて環境はできているの

で、中身にどういったものを使って共有するかというところだと思う。例えば、志木中学校

区であれば９年間使えるシートで、以前であれば小６のものを中１に送って共有や引継ぎと

いうところはあったと思うが、これからは、小１段階のものであっても中学校の先生方と共

有をしながら指導をしていきましょうというところである。データを作って、さらにそれを

先生方が意識を持って運用していく段階に移っていくところなので、まずは先生方の意識が

より向上することで、子どもたちにより良い教育が提供できると考えている。 

 

○上野委員 

通称名が決まってすごく具体化したと思うが、この通称名は今後どういった形で利用して

いく予定なのか。 

 

○川瀬学校教育課指導主事 

学園名は、教育委員会の規則を改定して正式なものとなるが、実際にそれを学校でどのよ

うに落とし込んで使っていくのかというところになる。例えば、今、志木中学校ではおそら

く、僕は志木小の子であの子たちは志木三小だ、などの意識もあると思うが、この「いろは

さくら学園」が始まってしばらく経てば、そのような意識の差はなくなると思う。どの子も

「さくらっ子」や「いろはさくらっ子」といった意識を持ち、小学校段階から関わり合って

一緒に学び、生活して、また将来的にも○○小などではなく、いろはさくら学園がねという

形で大人になっていくだろう、と考えている。 

 

○飯田委員 

その場合、卒業証書の表記などは「いろはさくら学園○○学校」のようになるのか。 

 

○柚木教育長 

志木第二中学校区以外は現行の小学校・中学校を継続するので、卒業証書の名前はどうす

るかまでは、まだはっきり決めていない。志木中学校区だと志木小、志木三小、志木中の三

校は、「いろはさくら学園」という一つの共同体のような形になる。 

 

◎報告事項（２）志木市青少年育成市民会議「夏の非行・薬物乱用防止キャンペーン」

の実施報告について  

○土崎生涯学習課長 
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志木の夏祭りに合わせ、７月２２日に志木市青少年育成市民会議による夏の非行・薬物乱

用防止キャンペーンを実施した。今年度は、コロナの制限の扱いが変わって夏祭りも盛大に

行われたことにより、キャンペーンも、コロナ前と同様に本町通りの市場坂上から昭和新道

までで啓発活動を行った。１２団体、個人会員１名の合計４１名にご参加をいただいて、啓

発物資であるポケットティッシュ３，５００部を配布し、多くの方々に啓発活動ができたと

考えている。なお、今回配布したポケットティッシュの表紙のデザインは、平成３０年に職

場体験に来た志木第二中学校の生徒にデザインいただいたイラストを採用した。今後、新た

に市内中学校や県立志木高校にもデザインをお願いして、今後のキャンペーンに活用してい

きたいと考えている。 

 

 ◎その他 

 田子山富士塚 絵本寄贈について 

○土崎生涯学習課長 

昨年度、田子山富士塚築造１５０周年、吉田胎内開基１３０周年の記念事業が実行委員会

を中心として実施された中で、実行委員会で田子山富士の紙芝居を作成して市内小学校や図

書館に寄贈いただいた。この度、その紙芝居「志木の田子山富士物語」を元にした絵本を田

子山富士保存会が作成し、寄贈をいただいたところである。保存会の皆さんの心温まる切り

絵を通して、地域の歴史や伝統文化を次の世代を担う子どもたちに伝えたいという思い、ま

た、グローバルな時代だからこそローカルな土台、アイデンティティをしっかり身につけて

おくことが大切との思いで作成されたとのことである。これらは小学校８校と市立図書館２

館、公民館図書館２室、郷土資料館にも置かせていただいており、今後多くの皆さんに手に

取っていただけたらと思っている。 

 

○八代教育長職務代理者 

とてもいい絵本なので、１冊と言わずに各小学校に買っていただけないか。 

 

○土崎生涯学習課長 

寄贈いただいたものが１２部で、それを小学校にお渡ししている。いい物なので、多くの

方に見てもらえるような形にする。 

 

 

事務局より、次回定例教育委員会の日程を確認する。 

 

 

○柚木教育長 

 公開による議事は終了とし、これより非公開とする。  

 

 

＊＊ 傍聴人 退場  ＊＊ 

 



14 

 

◎第２６号議案 令和５年度志木市一般会計補正予算（教育費）について  

○柚木教育長 

 第２６号議案 令和５年度志木市一般会計補正予算（教育費）について、説明を求める。 

 

○成田参事兼教育総務課長 

教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、市長が市議会に上程する

ため、教育委員会に意見を求めるものである。詳細は、担当課長から説明する。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

学校教育課については、教員が児童生徒への指導や教材研究等に注力できるよう体制整備

をすることが目的としたスクールサポートスタッフ配置事業の補助金を活用し、令和５年度

は市内小学校に１名、市内中学校に２名を配置する予定だったが、本市の補助金の申請額に

対する内示額が当初の見込みに至らなかったため、財源の振り換えをするものである。 

 

○土崎生涯学習課長 

生涯学習課については、令和５年４月１日付の人事異動に伴い保健体育総務費における職

員の共済費に不足が見込まれるため、不足分を増額補正するものである。当初の予算編成か

ら人数の変更はないが、共済費の掛け金率が変更になったこと、また、人事異動により想定

より結果的に給与が高くなったことで、不測の事態が生じたものである。 

 

○飯田委員 

学校教育課の方は、申請を出したらそれに対して満額回答が来なかったので、足らない分

を別項目からお金を出す、という認識でよいか。 

 

○島村教育政策部次長兼学校教育課長 

 そのとおりである。 

 

○柚木教育長 

 他に質問はあるか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○柚木教育長 

 第２６号議案 令和５年度志木市一般会計補正予算（教育費）については、原案のとおり

としてよろしいか。 

 

○全委員 

 異議なし。 
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○柚木教育長 

第２６号議案 令和５年度志木市一般会計補正予算（教育費）については、原案のとおり

可決された。 

 

◎第２７号議案 志木市立図書館協議会委員の任命について 

※第２７号議案については、志木市教育委員会会議規則第１９条第３項に基づき、審議結

果を除き、公表しない。 

 

第２７号議案 志木市立図書館協議会委員の任命については、原案のとおり可決された。 

 

○柚木教育長 

他になければ、これをもって令和５年８月定例教育委員会を閉会する。 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

会議録署名委員 

 

 

 

 

 

（※署名は元本）  


